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○「子どもをみんなで育む計画～流山市子ども・子育て支援総合計画～」の概要 
 
１、計画の位置図 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２、計画の基本理念 

 

「子どもの最善の利益が実現され 

          すべてのこどもが健やかに育ち 

               地域全体で子育てできるまち 流山」 

 
  本市は、すべての子どもと親が笑顔で過ごすことができ、各家庭が地域社会

と連携、協力をしながら安心して子どもを産み育てられる社会を実現するた

め、これを基本理念として、子育て支援の施策を推進します。 

子ども・子育て支援法 
（根拠法） 

流山市総合計画 
後期基本計画 

国 流山市 

≪平成２７年度～３１年度≫ 

子どもをみんなで育む計画～流山市子ども・子育て支援総合計画～ 

＊「子ども・子育て支援事業計画」と「次世代育成支援行動計画」の一体的な計画 

流山市次世代育成支援行動計画 

前期計画（平成１７年度～２１年度） 

後期計画（平成２２年度～２６年度） 

＊次世代育成支援対策推進法の延長 

① 流山市男女共同参画プラン 

② 流山市高齢者支援計画 

③ 流山市障害者計画・障害福祉計画 

④ 流山市保育計画 

母子保健・教育・住宅・環境など 

連携 

整合性 

継承 
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基本目標１ 
子育てを支援する地域

づくり 

①情報提供・相談体制の充実 

②地域における子育て支援サービス

の充実 

③子育て支援のネットワークづくり 

④経済的支援の充実 

①子どもや母親の健康の確保 

②食育の推進 

③思春期保健対策の充実 

④小児救急医療の充実 

①子どもの人権の擁護 

②次代の親の育成 

③教育環境の充実 

④家庭の教育力の向上 

⑤地域活動の充実 

⑥子どもを取り巻く有害環境対策の

推進 

①安全なまちづくりの推進 

②安心して外出できる環境の整備 

③子どもの交通安全を確保するため

の活動の推進 

④子どもを犯罪等の被害から守るた

めの活動の推進 

①多様な働き方のできる環境の整備 

②仕事と子育ての両立の推進 

③保育サービスの充実と多様化 

①児童虐待防止対策の充実 

②ひとり親家庭への支援の充実 

③障害のある子どものいる家庭への

支援の充実 

基本目標２ 
子どもと母親（保護者）

の健康づくり 

基本目標３ 
子どもが健やかに成長

できる教育環境づくり 

基本目標４ 
子どもの安全を守る生

活環境・体制づくり 

基本目標５ 

男女がともに仕事と子育て

を両立できる環境づくり 

基本目標６ 
保護が必要な子どもへ

の支援体制づくり 

子
ど
も
の
視
点
に 

立
っ
た
支
援 

切
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目
の
な
い
支
援 
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全
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で 

子
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て
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援 

施
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の
連
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の
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善
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益
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も
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健
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に
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地
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き
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ち 

流
山 

（基本理念） （主要課題） （基本的視点） （基本目標） 
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３、施策の展開 
  本計画では、次世代育成支援行動計画（後期計画）の評価結果や、ニーズ調

査、パブリックコメントなどの意見を生かしながら、様々な子育て支援施策を

展開します。 
 
＜重点的取組み事業＞ 

 基本目標 事業名 
１ 子育てを支援する 

地域づくり 
子育て及び家庭教育情報の提供 
子育て支援総合窓口事業（新規） 
保育所 
送迎保育ステーション 
地域子育て支援センター 
幼保一元 
学童クラブ施設 
療育施設 
ファミリー・サポート・センター 

２ 子どもと母親（保護者）
の健康づくり 

乳幼児健康診査 
養育支援訪問事業・産褥期ヘルパーの情報提供 

３ 子どもが健やかに成長
できる教育環境づくり 

相談・カウンセリング 
幼児教育に関する研究・研修 
家庭教育講座 

４ 子どもの安全を守る生
活環境・体制づくり 

公園の整備・充実 
防犯対策の充実 
関係機関、団体との情報交換 

５ 男女がともに仕事と子
育てを両立できる環境

づくり 

延長保育 
病児・病後児保育 
障害児保育 
学童クラブの活用 

６ 保護が必要な子どもへ
の支援体制づくり 

虐待に関する相談の充実 
児童虐待防止のための連携強化 
ひとり親家庭相談 
療育指導・機能訓練 
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４、計画の推進体制 
 各事業は、福祉、保健、医療、教育、商工労働、まちづくりなど広範囲にわた

り、それぞれが連携をとりながら基本理念に沿った事業を展開することが必要

です。そのためには、目標を達成するために庁内の連携、また、地域や NPO、
企業と連携を図りながら、計画を推進していきます。 
 また、実効ある計画とするため、アウトカム評価の実施や庁内体制の整備のほ

か、PDCA サイクルにより進行管理を行うこととし、計画の進捗状況を定期的

に「流山市子ども・子育て会議」に報告し、チェックを受けるものとします。 
 
○子ども・子育て会議について 
【１】役割 
 ・市の計画を継続的に点検・評価・見直しを行う。（ＰＤＣＡサイクル） 
 
・地域型保育事業（家庭的保育事業や、小規模保育事業など）の利用定員を定

める際や、市の計画を策定・変更する際に、意見を聴取する。 
 
・子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し、必要な

事項について、審議する。 
 
【２】スケジュール 
第１回：平成２７年６月３日（水）１４時～ 
 （１）「子どもをみんなで育む計画～流山市子ども・子育て支援総合計画～」

の概要について 
 （２）その他 
 
第２回：平成２７年１０月中旬 
 （１）「子どもをみんなで育む計画～流山市子ども・子育て支援総合計画～」

の評価について 
 （２）その他 
 
第３回：平成２８年２月中旬 
 （１）「子どもをみんなで育む計画～流山市子ども・子育て支援総合計画～」

の評価について 
 （２）小規模保育事業の認可及び利用定員について（予定） 
（３）その他 

＊議事内容等については、変更・追加になる可能性があります。 


